
三次市公告第７５号 

 

 

（仮称）みよしアグリパーク整備事業（以下「本事業」という。）について

、優先交渉権者及び次点交渉権者の選定のため、公募型プロポーザル方式に係る

手続を開始するので、次のとおり公告する。 

 

 

令和８年６月３０日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名 

（仮称）みよしアグリパーク整備事業 

⑵ 事業場所 

三次市東酒屋地内 

 ⑶ 事業目的 

本事業は、本市が誇る農畜産物等を活用した食体験の提供などにより、周

辺の農業関連施設や観光拠点と一体となって運営されることで、回遊性を高

め、地域全体の経済循環を促進する相乗効果を創出するものとしている。本

事業の実施にあたっては、事業者の先進的な経営ノウハウや資金を活用し、

本市と事業者で連携して実施する公民連携の手法を活用し、より効果的かつ

効率的に整備を進めることを目的とする。 

 

２ 募集要項等の交付 

  （仮称）みよしアグリパーク整備事業に係る公募型プロポーザル募集要項、

（仮称）みよしアグリパーク整備事業要求水準書、（仮称）みよしアグリパ



ーク整備事業事業者選定基準、（仮称）みよしアグリパーク整備事業参加表

明書類及び提案書類に関する様式集、（仮称）みよしアグリパーク整備事業

基本協定書（案）及び（仮称）みよしアグリパーク整備事業土地使用貸借契

約書（案）（以下「募集要項等」という。）を本市ホームページで公表する

。 

 

４ 選定スケジュール 

事項 日程 

最終質問受付期限 令和８年７月１０日（金） 

最終質問回答日 令和８年７月１７日（金） 

参加表明書の受付期限 令和８年７月２４日（金） 

辞退届の受付期限 令和８年８月１７日（月） 

提案書の受付期限 令和８年８月３１日（月） 

書類審査の結果通知 令和８年９月１４日（月）（予定） 

提案説明（プレゼンテーション） 令和８年９月２４日（木）（予定） 

審査結果通知(優先交渉権者の決定） 令和８年９月下旬 

基本協定の締結 令和８年１０月上旬 

 

５ 担当課 

  〒７２８－８５０１ 広島県三次市十日市中二丁目８番１号（本館４階）  

三次市産業振興部農政課 

電話 ０８２４－６２－６１６３（直通） 

ファクシミリ ０８２４－６４－０１７２ 

電子メール nousei@city.miyoshi.hiroshima.jp 

 

６ その他 

  参加資格要件等本件プロポーザルの詳細については、募集要項等による。 

mailto:nousei@city.miyoshi.hiroshima.jp

